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宇都宮都市計画地区計画の決定（宇都宮市決定） 

都市計画グリーン・ヒル砥上地区計画を次のように決定する。 

名   称 グリーン・ヒル砥上地区計画 

位   置 宇都宮市砥上町地内 

面   積 約 １.１ ｈa 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針

地区計画の目標 

本地区は，市の中心部から西に約４.０ｋｍ，都市計画道路３・３・１０２

号宇都宮水戸線（鹿沼街道）と都市計画道路３・３・１号鹿沼宇都宮線（イ

ンター通り）を結ぶ市道８０４号線（砥上通り）に面し，周辺は戸建住宅や

共同住宅が建ち並ぶ低層住宅地である。 

そのような環境の中，土地区画整理事業の実施により道路や公園などの基

盤が整備されることから，健全で良好な居住環境の形成を図り，将来にわた

り維持保全することを目標とする。 

その他当該区域

の整備・開発及び

保全の方針 

（土地利用の方針） 

戸建住宅を中心として，共同住宅や店舗などの兼用住宅を許容しつつ，良

好な居住環境の住宅地の形成を目指す。 

（建築物等の整備の方針） 

土地利用の方針に基づく良好な街並みの形成を図るため，建築物等の用途

の制限のほか，敷地面積の最低限度，壁面の位置，形態又は意匠，垣又はさ

くの構造の制限を行う。 
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建築物等の用途

の制限 

次に掲げる建築物以外の建築物は，建築してはならない。 

１．建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）別表第二（い）項第１号から第３

号，第８号及び第９号に掲げるもの 

２．前号の建築物に附属するもの（建築基準法施行令〈令１３０条の５〉で定め

るものを除く。） 

建築物の敷地面

積の最低限度 
１８０ ㎡ 

壁面等の位置の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線及び道路境界線（隅

切り分は除く。）までの距離は，１メートル以上とする。 

ただし，道路境界線から１メートル未満の部分にある出窓等は，突出して

いる部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３メートル以下

である建築物の部分は，この限りではない。 

建築物等の形態 

又は意匠の制限 

建築物の外壁及び屋根の色彩は，原色を避け，良好な街並みにふさわしい

落ち着いた色調のものとする。また，看板や車庫等を配置する場合は，周辺

との調和のとれたものとする。 

垣又はさくの構

造の制限 

道路境界線及び隣地境界線に面して垣又はさくを設置する場合は，原則と

して生垣としなければならない。（地盤面から０.６メートル以下の部分を除

く。）ただし，高さを１.２メートル以下とした透視可能なフェンス等（地盤

面から０.６メートル以下の部分を除く。）又は道路境界線から０.５メートル

以上後退し配置する塀で，後退した部分を緑化したものについてはこの限り

でない。（地盤面から２.０メートル以下のものに限る。） 

門・門柱・門袖を配置する場合は，道路境界線から０.５メートル以上後退

し，門袖の長さは片側３.０メートル以内（両側で６.０メートル以内）とす

る。 

「地区計画区域は計画図表示のとおり」 

理由 

当地区において，土地区画整理事業により整備される都市基盤を活かして良好な市街地を形成し，将来

にわたり維持保全していくために，本案のとおり決定するものである。 
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名 称 グリーン・ヒル砥上地区計画 
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１ 位置と現況  
 

本地区は，市の中心部から西に約４．０ｋｍ，都市計画道路３・３・１０２号宇都

宮水戸線（鹿沼街道）と都市計画道路３・３・１号鹿沼宇都宮線（インター通り）を

結ぶ市道８０４号線（砥上通り）に面し，周辺は昭和３９年から昭和４２年にかけて

実施された砥上北原土地区画整理事業や砥上上原土地区画整理事業により整備され，

戸建住宅や共同住宅が建ち並ぶ低層住宅地である。なお，当該地区においては，平成

２５年３月より砥上北原第２土地区画整理事業が実施されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 地区計画の決定理由 

 

砥上北原第２土地区画整理事業の実施によって，道路や公園などの公共施設が整備

され，良好な宅地が創出されることから，閑静な住宅地としての良好な環境を創出す

るとともに，将来においても，維持・保全されるよう「グリーン・ヒル砥上地区計画」

を都市計画に定めるものである。 
 

 
 
 

３ 地区整備計画における建築物等に関する事項について 

 

地区計画区域内において，住宅地として相応しい建物の用途の制限を行う。なお，

建築物等に関する制限についての概要は下表のとおりである。 

 

建 築 物 等 に

関 す る 事 項
趣    旨 制限の概要 

建 築 物 等 の

用 途 の 制 限

良好な居住環境を確保するとともに，必要な利便

施設を適切に配置するため，地区の特性に応じた建

築物等の用途の制限を定める。 

建築できるもの 
一戸建て住宅 
兼用住宅 
共同住宅，寄宿舎，下宿 
診療所， 
上記建物の附属建築物 

建 築 物 の

敷 地 面 積 の

最 低 限 度

敷地の細分化による建て詰まりを防止するとと

もに，適正な規模の敷地面積を確保することによっ

て，日照及び通風・採光などを確保し居住環境の向

上を図るため，建築物の敷地面積の最低限度を定め

る。 

敷地面積 １８０㎡ 

壁 面 等 の

位 置 の 制 限

地区内の良好な景観形成を図るとともに，建物間

の適正な距離を確保することによって日照及び通

風・採光，プライバシーを確保し居住環境の向上を

図るため，道路境界及び隣地境界からの壁面の位置

を制限する。 

隣地境界，道路境界から

の後退距離 
壁面１．０ｍ以上 

建 築 物 等 の

形 態 又 は

意 匠 の 制 限

落ち着いた居住環境を確保するため，建築物の色

彩を制限する。 

原色を避け，良好な街並

みにふさわしい落ち着い

た色調とする。 

垣又はさくの

構 造 の 制 限

防災・防犯上の安全の確保，宅地内の緑化の推進

や開放感のある景観を確保するため，垣又はさく等

の構造を制限する。 
原則として生垣 
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